
  

＊企業・商店・団体等（法人格を持たない企業等を含む）対象 

雑誌等スポンサー 
募集のお知らせ 

 

当制度は、図書室が所蔵する、雑誌又は書籍を広告媒体として

活用する事で、民間業者等へ広告の場を提供するとともに、雑誌

等の購入の財源を確保し、町民の要望がある雑誌又は新刊図書の

充実を図ることを目的とするものです。 

 詳しい内容は、石井町ＨＰ記事をご覧ください。 

 

募集要項・申請書様式等は石井町 HPで配布しています⬆ 



 

  雑誌等スポンサー制度の概要 

申込からスポンサー表示までの流れ 



 

  

 
雑誌等スポンサーになるには 

契約対象 

企業・商店・団体等（法人格を持たない企業等を含む） 

※ 個人はスポンサーとなれません。 

※ 雑誌の発行元は自社の雑誌のスポンサーとなれません。 

提供雑誌 

（複数誌申込可能） 

教育委員会の指定する雑誌等から選択してください。 

※ 対象雑誌一覧表は石井町 HPで配布中です。 

※ リストにない雑誌等を希望する場合は協議により決定します。 

契約・募集期間 

契 約 種 別 契 約 期 間 募 集 期 間 

雑誌スポンサー 

（初回申込時のみ選択可能） 

契約年度の４月１日から 

契約年度の３月３１日まで 

（１年間） 
契約前年度の１月１日から 

契約前年度の３月第２金曜日まで 

雑誌スポンサー 

（初回以降） 

契約年度の４月１日から 

契約翌年度の３月３１日まで 

（２年間） 

雑誌スポンサー 

（年度途中の申込） 

契約年度の提供開始月から 

２４か月 

（２年間） 
契約年度の４月１日から 

提供開始月の２か月前まで 

書籍スポンサー 
契約年度の提供月のみ 

（年度内複数回契約可能） 

契約に係る 

費用・支払方法 

雑誌等購入費（雑誌等スポンサー制度決定（却下）通知書にて概算を提示） 

直接石井町指定の納入業者へ一括先払いでお支払いください。 

※ 提供雑誌等の価格変動などにより、支払金額に差が出た時はスポンサーと納入業者で直接交

渉を行ってください。 

※ 振込手数料が発生した場合は、スポンサーがご負担ください。 

※ 提供雑誌等が休刊した場合は、返金は行いません。代替として別の雑誌へ広告を振替します。 

 

広告チラシ作成・印刷費（チラシ配布を選択した場合） 

広告チラシの制作・配布に係る費用はスポンサーの自己負担でご準備ください。 

※ チラシ架の補充・在庫管理もスポンサーにてお願いいたします。 

募集要項・申請書 募集要項及び申込書は石井町 HPで配布中です。 

申込・問合せ先 
石井町教育委員会 社会教育課図書係（☎：６７４－７５０５） 

直接持参または郵送でお申し込みください。 

 



 
 

ス ポ ン サ ー 表 示 に つ い て 

図書室内の以下の場所に、スポンサー名の表示を行います。 

※チラシ表示又はチラシ配布は希望される場合のみ適用。（⚠申請時に原稿添付） 

（３）と（４）は併用できません。いずれか１方をお選びください。 

●（１） 雑誌架上部掲示板･･･用紙サイズ A4 名称表示順序は図書室で決定 

●（２） 雑誌最新号カバー表紙･･･縦１２ｃｍ×横１６ｃｍ以内 

●（３）雑誌最新号カバー裏（チラシ表示）･･･A4１枚（片面推奨） 

●（４）チラシ配布架（チラシ配布）･･･A4１枚（両面可） 

 


